
 

令和元年12月12日規則第46号 

改正 令和４年３月30日規則第16号 

花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例（令和元年花巻市条例第

40号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（避難行動要支援者名簿への掲載等に係る届出） 

第２条 条例第２条第１号オ(ア)及び(イ)に規定する者が避難行動要支援者について避難

支援等を実施するための基礎とする名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）へ

の掲載を希望するときは、本人又はその代理人が避難行動要支援者名簿掲載届出書（様

式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定により避難行動要支援者名簿に掲載された者が条例第２条第２号に規定す

る避難支援等を要しなくなったとして本人又は代理人が避難行動要支援者名簿抹消届出

書（様式第２号）を市長に提出したときは、市長は、当該避難行動要支援者名簿に掲載

された者を避難行動要支援者名簿から削除するものとする。 

（名簿情報の提供に係る拒否等の申出） 

第３条 条例第４条第２項及び第３項に規定する拒否の申出は、本人又は代理人が避難行

動要支援者名簿情報提供拒否申出書（様式第３号）を市長に提出することにより行うも

のとする。 

２ 前項の拒否の申出を撤回しようとするときは、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤

回申出書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

（名簿情報の提供に関して求める措置） 

第４条 条例第５条第１項の名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置は、次に掲げる

ものとする。 

(１) 避難行動要支援者名簿を施錠可能な場所へ保管する等により厳重に保管すること。 

(２) 避難行動要支援者名簿を複写しないこと。 

(３) 避難行動要支援者名簿を取り扱う者を必要最小限とすること。 

(４) 前各号に掲げる措置のほか、個人情報の保護のために市長が必要と認める措置 

（名簿情報の受領等） 

第５条 条例第４条第１項の規定により名簿情報の提供を受けた条例第２条第３号に規定



 

する避難支援等関係者（以下この条において「避難支援等関係者」という。）のうち社

会福祉協議会、自主防災組織、行政区長及び自治会は、速やかに次に掲げる書類を市長

に提出しなければならない。 

(１) 社会福祉協議会 避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書（様式第５号） 

(２) 自主防災組織、行政区長及び自治会 避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書（様

式第６号） 

２ 避難支援等関係者は、条例第４条第１項の規定により名簿情報を受領したときは、当

該情報を受領した以前に市から提供された避難行動要支援者名簿を市長に返却しなけれ

ばならない。 

（補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月30日規則第16号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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